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                  社会福祉法人 山口県共同募金会 

                     会 長   大 窪 正 行 

 

「山口県令和５年６月３０日からの大雨災害義援金」の募集に係る 

お礼について 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素から本会事業の推進

につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本県に大きな被害をもたらした標記の災害につきまして、令和５年７月１２

日から１２月２９日まで義援金を募集したところ、県内はもとより全国から温かい義

援金が寄せられたところであり、貴会には、義援金の呼びかけ及び取次ぎ等にご協力

をいただき、心から感謝申し上げます。 

ここに義援金の受付額をご報告いたしますとともに、３回にわたり開催されました

義援金配分委員会において、別添のとおり配分が決定しましたことを併せてご報告申

し上げます。 

 

 

 

社会福祉法人 山口県共同募金会 （担当 村田） 

〒753-0072 
山口県山口市大手町９－６ 
TEL（083）922－2803 FAX（083）922－2809 
E-mail：yamaguchi@akaihane.net 



【別 添】 

山口県令和５年６月３０日からの大雨災害義援金の配分結果について 

 

１ 災害義援金の受付状況 

区   分 受付額 備   考 

山 口 県 共 同 募 金 会 34,306,379 円 各都道府県共募からの義援金含む 

中 央 共 同 募 金 会 2,713,295 円  

日 本 赤 十 字 社 87,567,828 円 本社・山口県支部 

計 124,587,502 円  

 

２ 災害義援金の配分状況 

(1) 配分の考え方 

日本赤十字社災害義援金取扱規程及び同制定通知（平成11年２月制定、平

成23年６月改正）に定める配分基準を踏まえ、被害の状況に応じて以下の係

数で按分し、関係市町に配分する。（被災者への配分方法は、各市町の配分委

員会で決定。） 

 

【配分係数】 

 死亡 １０、重傷 ５、全壊１０、半壊 ５、床上浸水 １  

市町名 
被  害  状  況 配分係数 

の 合 計 死亡 重傷 全壊 半壊 床上 

下 関 市  １  ５８  ２９５ 

宇 部 市     １５ １５ 

山 口 市 １   ７６ １０５ ４９５ 

防 府 市     １ １ 

美 祢 市   ２ ７０ ８８ ４５８ 

山陽小野田市     １３ １３ 

計 １ １ ２ ２０４ ２２２ １,２７７ 

 

【配分単価】 

 ９７，５６３円  

124,587,502円（配分金額）÷1,277(係数合計)≒９７，５６３円 
 

(2) 市町ごとの配分額                                     （単位 円） 

市町名 第１回配分 第２回配分 第３回配分 合  計 

下 関 市 10,974,743 8,732,680 9,073,558 28,780,981 

宇 部 市 548,737 453,335 461,368 1,463,440 

山 口 市 17,340,096 19,068,532 11,884,883 48,293,511 

防 府 市 36,582 30,223 30,758 97,563 

美 祢 市 16,974,270 13,622,339 14,087,084 44,683,693 

山陽小野田市 475,572 392,891 399,851 1,268,314 

計 46,350,000 42,300,000 35,937,502 124,587,502 

 


	新しいしおり

